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川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、 

蕨都市計画及び戸田都市計画下水道の変更（埼玉県決定） 
 

川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、蕨都市計画及び戸田都市計画荒川

左岸南部流域下水道の「３．下水管渠」中、荒川北幹線、鴨川第一準幹線、鴨川第三準

幹線、南部第五準幹線を、「４．その他の施設」中、鴨川中継ポンプ場を次のように変

更する。 

 

３．下水管渠 

内  訳 
位      置 

備 考 
起  点 終  点 

荒川北幹線 
さいたま市西区 
三橋五丁目 

上尾市大字西貝塚字天沼  

鴨川第一準幹線 
さいたま市西区 
宮前町 

上尾市大字壱丁目字南境  

鴨川第三準幹線 
さいたま市桜区 
西堀四丁目 

さいたま市中央区 
大戸六丁目 
さいたま市南区 
別所四丁目 

 

南部第五準幹線 さいたま市南区辻五丁目 
蕨市錦町六丁目 
戸田市大字新曽字芦原 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

４．その他の施設 

内  訳 位  置 備 考 

鴨川中継ポンプ場 さいたま市大宮区三橋二丁目 約 3,870 ㎡ 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由  

国道 17 号新大宮バイパスの拡幅に伴い、鴨川中継ポンプ場の区域の一部を変更する

ものです。 
また、住居表示の変更に伴い、荒川北幹線、鴨川第一準幹線、鴨川第三準幹線、南部

第五準幹線の起終点位置の表記を変更するものです。 
 



 

 新 旧 対 照 表 

 

３．下水管渠 

（新）                   （旧） 

内訳 
位  置 

備考 
 

内訳 
位  置 

備考 
起点 終点  起点 終点 

荒川北 
幹線 

さいたま市 
西区 
三橋五丁目 

上尾市 
大字西貝塚 
字天沼 

  
荒川北 
幹線 

さいたま市 
西区 
三橋五丁目 

上尾市 
大字上野 
字天沼 

 

鴨川 
第一 
準幹線 

さいたま市

西区 
宮前町 

上尾市 
大字壱丁目 
字南境 

  
鴨川 
第一 
準幹線 

さいたま市 
西区 
宮前町 

上尾市 
大字一丁目 
南境 

 

鴨川 
第三 
準幹線 

さいたま市

桜区 
西堀四丁目 

さいたま市

中央区 
大戸六丁目 
さいたま市

南区 
別所四丁目 

  
鴨川 
第三 
準幹線 

さいたま市

桜区 
西堀 
字平川戸 

さいたま市

中央区 
大戸六丁目 
さいたま市

南区 
別所四丁目 

 

南部 
第五 
準幹線 

さいたま市

南区 
辻五丁目 

蕨市錦町 
六丁目 
戸田市 
大字新曽 
字芦原 

  
南部 
第五 
準幹線 

さいたま市

南区 
大字辻五丁

目 

蕨市錦町 
六丁目 
戸田市 
字新曽 
字芦原 

 

「区域は計画図表示のとおり」       「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

４．その他の施設 

（新）                   （旧） 

内  訳 位  置 備 考  内  訳 位  置 備 考 

鴨川中継 
ポンプ場 

さいたま市大宮区

三橋二丁目 
約 3,870 ㎡  

鴨川中継 
ポンプ場 

さいたま市大宮区

三橋二丁目 
約 3,900 ㎡ 

「区域は計画図表示のとおり」       「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

  



 

（参 考） 

 
川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、 

蕨都市計画及び戸田都市計画下水道の変更（埼玉県決定） 

 

１．下水道の名称 

荒川左岸南部流域下水道 

 

２．排水区域 

接続する公共下水道 備  考 

川口都市計画川口公共下水道  

さいたま都市計画さいたま公共下水道  

上尾都市計画上尾公共下水道  

蕨都市計画蕨公共下水道  

戸田都市計画戸田公共下水道  

 

 

３．下水管渠 

内 訳 
位      置 

備考 
起  点 終  点 

鴨川幹線 戸田市美女木四丁目 上尾市柏座四丁目  

芝川幹線 川口市大字伊刈字中通 上尾市大字上尾村字向原  

南部幹線 戸田市笹目五丁目 川口市大字伊刈字中通  

荒川幹線 戸田市美女木五丁目 戸田市美女木七丁目  

荒川北幹線 さいたま市西区三橋五丁目 上尾市大字西貝塚字天沼  

荒川南幹線 さいたま市桜区田島七丁目 さいたま市西区大字島根字下根切  

鴨川第一 
準幹線 

さいたま市西区宮前町 上尾市大字壱丁目字南境  

鴨川第二 
準幹線 

さいたま市中央区八王子一丁目 さいたま市大宮区大成町  

鴨川第三 
準幹線 

さいたま市桜区西堀四丁目 
さいたま市中央区大戸六丁目 
さいたま市南区別所四丁目 

 

  



 

内 訳 
位      置 

備考 
起  点 終  点 

南部第一 
準幹線 

戸田市笹目五丁目 蕨市南町四丁目  

南部第二 
準幹線 

戸田市下前二丁目 川口市宮町  

南部第三 
準幹線 

川口市大字伊刈字中通 川口市大字里字屋敷添  

南部第四 
準幹線 

川口市大字小谷場字下谷 さいたま市南区南浦和三丁目  

南部第五 
準幹線 

さいたま市南区辻五丁目 
蕨市錦町六丁目 
戸田市大字新曽字芦原 

 

南部第六 
準幹線 

川口市大字伊刈字中通 川口市朝日四丁目  

芝川準幹線 
さいたま市緑区大字三室字中原

後 
さいたま市中央区大字上落合字

高谷橋 
 

｢さいたま｣

新都心 
放流幹線 

さいたま市大宮区吉敷町四丁目 
さいたま市見沼区大字上山口新

田字悪水向 
 

｢さいたま｣

新都心１号 
放流幹線 

さいたま市浦和区上木崎一丁目 さいたま市大宮区吉敷町四丁目  

｢さいたま｣

新都心２号 
放流幹線 

さいたま市大宮区吉敷町四丁目 さいたま市大宮区吉敷町四丁目  

｢さいたま｣

新都心３号 
放流幹線 

さいたま市大宮区吉敷町四丁目 さいたま市大宮区吉敷町四丁目  

｢さいたま｣

新都心４号 
放流幹線 

さいたま市大宮区錦町 さいたま市中央区新都心  

｢さいたま｣

新都心５号 
放流幹線 

さいたま市中央区新都心 さいたま市中央区新都心  

｢さいたま｣

新都心６号 
放流幹線 

さいたま市中央区新都心 さいたま市中央区新都心 
 

「区域は計画図表示のとおり」 

  



 

４．その他の施設 

内  訳 位  置 備 考 

荒川終末処理場（戸田） 戸田市笹目五丁目 37 番 14 約 296,000ｍ2 

荒川終末処理場（大宮） さいたま市見沼区大字上山口新田字悪水向 約 2,990ｍ2 

日進中継ポンプ場 さいたま市北区日進町三丁目 約 3,080ｍ2 

鴨川中継ポンプ場 さいたま市大宮区三橋二丁目 約 3,870ｍ2 

南部中継ポンプ場 さいたま市南区辻八丁目 約 11,100ｍ2 

荒川中継ポンプ場 さいたま市桜区田島七丁目 約 1,330ｍ2 

芝中継ポンプ場 川口市芝下二丁目 約 2,090ｍ2 

三崎中継ポンプ場 さいたま市浦和区大字三崎 約 4,300ｍ2 

指扇中継ポンプ場 さいたま市西区大字宝来字根岸前 約 2,000ｍ2 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 


